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現庁舎跡地活用検討業務委託 

簡易型プロポーザル方式（公募型）実施要領 

 

１ 業務件名 

 現庁舎跡地活用検討業務委託（以下、「本業務」とする。） 

 

２ 目  的 

広町地区では、土地区画整理事業による民間の複合開発、品川区新庁舎整備事業が行わ

れており、拠点性としての機能が高まっている。そのため、現庁舎跡地においても広町地

区の開発の動向を踏まえて検討を進める必要がある。現庁舎跡地の活用にあたっては、区

民ニーズの実現と区民負担の軽減の両立を目指し、敷地を有効に活用していくことが期待

されている。 

令和７年度においては、事業手法や事業対象範囲等を整理した「庁舎跡地活用の基本的

な考え方」（以下、基本的な考え方）を取りまとめたところである。 

本業務は、過年度の検討を考慮した上で、庁舎跡地に誘導する機能やコンセプトに関し

て示す「品川区庁舎跡地活用プラン（仮称）」（以下、活用プラン）の策定に向けた委員

会を開催し、区民ニーズの実現に向けた誘導機能の具体的検討を行う。また、本事業によ

る区への波及効果検討や広町地区地区計画について、本事業の計画を反映するため、都市

計画方針の検討行うことを目的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）業務内容 

  別紙「現庁舎跡地活用検討業務委託 仕様書」のとおり。 

（３）履行場所  区指定場所 

（４）履行期間  契約締結日の翌日～令和９年３月３１日 

（５）予 定 額  ￥４９，６００，０００－（税込） 

※予定額は、令和８年度予算案が品川区議会によって可決されたとき効力を生じる。 

※本業務は、４年間（令和８年度から令和１１年度まで）を想定しているが、契約は

単年ごとに締結し、各年度において本契約における予算案が可決されることおよび

履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。 

 

４ 実施方法 

 簡易型プロポーザル方式（公募型） 

 

５ 参加事業者に求められる条件、資格等 

（１）東京電子自治体共同運営サービスにおいて、品川区への競争入札参加資格がある 

   こと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同施行令第 

   １６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

（３）品川区工事請負業者指名停止基準（昭和５５年１０月２２日区長決定）による指名 
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   停止期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てまた

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てが

なされていないこと。 

（５）法人税、法人事業税および地方法人特別税、消費税および地方消費税を完納してい

ること。 

（６）共同企業体でないこと。 

（７）同種または類似業務の受託実績として、過去１０年間(平成２７年度から令和６年度

)に、官民連携事業を用いた公有地活用検討に関する業務を受託した実績を有するこ

と。 

（８）自治体コンサルタント業務等に精通していること。 

 

６ 提案内容に関する事項 

（１）本業務に対する取組方針 

（２）本業務に取り組む業務実施体制 

（３）本業務において想定される課題と解決方法 

（４）活用プラン策定や募集要項作成、事業者選定に向けた業務ステップ 

（５）令和８年度における検討内容やスケジュールの提案 

 ※審査項目については、（２）⑥審査基準を参照すること。 

 

７ 事業対象地 

 品川区現庁舎跡地（本庁舎、議会棟、第三庁舎、第二庁舎・防災センター） 

 

８ 選定方法 

 事業者の選定は、提出された提案書類、プレゼンテーション、ヒアリング等を踏まえ、

審査基準に基づき、総合的に公平かつ客観的に審査し、その結果、当該業務に最も適した

事業者を受託候補者として特定する。 

 本件に関わる事業者の選定は、品川区簡易型プロポーザル方式実施要綱（令和６年３月 

２７日要綱第１８８号）に基づき、以下の二段階審査方式で実施する。 

（１）第一次審査（資格審査および書類審査） 

  ① 審査方法 

   ・資格審査では、申込み時に提出される書類により参加資格について審査する。 

   ・資格審査の結果、参加資格を有する事業者のみ、第一次審査基準に基づき書類 

    審査を実施する。 

   ・第一次審査の通過事業者数は３社程度とする。 

  ② 提出書類 

様式番号 提出書類 

標準様式第５号 簡易型プロポーザル方式（公募型）参加申込書 

様式１ 会社概要書 

様式２ 業務実績調書 



- 3 - 

様式３ 実務担当者の業務実績調書 

   

③ 作成要領 

   ア 参加申込書＜標準様式第５号＞ 

    ・所定の様式に従い、必要事項を記載すること。 

   イ 会社概要書＜様式１＞ 

    ・所定の様式に従い、必要事項を記載すること。 

   ウ 業務実績調書＜様式２＞ 

・参加者の同種業務の受託実績を、最大５件まで記載すること。 

    ・記載した実績については、契約書の鑑の写し、仕様書の写し、業務を完了した

ことが確認できる書類等を参考資料として各１部添付すること。 

   エ 実務担当者の業務実績調書＜様式３＞ 

    ・本業務の実務担当者について、所定の様式に従い記載すること。 

    ・１つの担当分野につき複数の実務担当者がいる場合は、主たる担当者１名につ

いて記載すること。 

    ・実務担当者の同種業務の受託実績を、最大２件まで記載すること。 

  ④ 提出方法 

   ・作成した各様式および添付書類を順番に揃え、参加申込書（標準様式第５号）を

表紙として正本１部、副本３部を提出すること。 

   ・持参または簡易書留郵便による郵送で提出すること。 

   ・提出期限：令和８年１月２０日（火）午後３時まで＜必着＞ 

    ※持参の場合は、区役所開庁日の午前８時３０分から午後５時までの時間帯に持

参すること。 

    ※郵送の場合は、提出期限までに必ず送付物の到着確認を電話により行うこと。 

   ・提 出 先：品川区 区長室 新庁舎整備課 広町事業調整担当 

  ⑤ 第一次審査評価基準 

   提出書類について、以下の項目について審査する。 

   （詳細は、別紙「第一次審査の評価基準」のとおり） 

審査項目 配点 

同種業務の受託実績 ４０点 

実務担当者の業務実績 １０点 

合計 ５０点 

  ⑥ 結果通知 

   ・通知方法：文書および電子メール 

   ・通 知 日：令和８年１月２６日（月）予定 

（２）第二次審査 

  ① 審査方法 

   第一次審査を通過後に提出される提案書類の内容等について、審査会を実施し、事

業者のプレゼンテーションおよび審査委員のヒアリングによる評価を行う。 

  ② 提出書類・提出期限・提出部数 
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様式番号 提出書類 提出期限 
部数 

正 副 

提出票 事業者経営分析

用提出資料 

令和８年１月３０日（金） 

午後３時＜必着＞ 
１ １ 

任意様式 提案書 
令和８年２月２７日（金） 

午後５時＜必着＞ 

１ １６ 

任意様式 実施体制 １ １６ 

任意様式 見積書 １ １６ 

  ③ 作成要領 

   ア 事業者経営分析用提出資料＜提出票＞ 

    ・提出票を表紙として付し、綴じた状態で正本１部、副本１部を提出すること。 

   イ 提案書＜任意様式＞ 

    ・「６ 提案内容に関する事項」を踏まえ、提案内容を簡潔・明瞭に記載する 

     こと。 

    ・原則としてＡ３サイズ(片面・横遣い)とし、１０ページ以内で作成すること。 

    ・文字の大きさの指定はしないが、見やすいものとすること。 

     

   ウ 実施体制＜任意様式＞ 

    ・本業務の実施にあたり必要と考える配置予定者をすべて記載すること。 

    ・Ａ４サイズ（片面・縦使い）またはＡ３サイズ（片面・横使い）とし、１ペー

ジで作成すること。 

   エ 見積書＜任意様式＞ 

    ・令和８年度における業務について、業務内容の項目ごとに配置予定の管理担当

者、実務担当者の実働作業日数が分かるよう記載すること。なお、見積書は税

込みで提出すること。 

  ④ 提出方法 

   ・提案書類（提案書、実施体制、見積書）については、表紙（Ａ４サイズ・縦使い

）を付し、綴じた状態で正本１部、副本１６部を提出すること（綴じる際はスラ

イドバーファイルを使用すること）。なお、Ａ４サイズを超える書類は、Ａ４サ

イズに折りたたむこと。 

   ・提案書類の表紙には、表題「現庁舎跡地活用検討業務委託提案書類」と記載する

こと。 

   ・提案書類の正本には、表題下に事業者説明会で付番された「候補者番号」および 

    「事業者法人名」を記載すること。 

   ・提案書類の副本には、表題下に事業者説明会で付番された「候補者番号」のみを

記載することとし、事業者が判別できる社名、製品名、印、ロゴマーク等をマス

キング（塗りつぶし）すること。 

   ・持参または簡易書留郵便による郵送で提出すること。 

    ※持参の場合は、区役所開庁日の午前８時３０分から午後５時までの時間帯に持

参すること。 

    ※郵送の場合は、提出期限までに必ず送付物の到着確認を電話により行うこと。 



- 5 - 

   ・提出先：区長室 新庁舎整備課 広町事業調整担当 

  ⑤ 審査会 

   審査会は、提出された提案書類、プレゼンテーション、ヒアリング等について、評

価基準に基づき審査し、その結果を選定会議に通知する。 

   ア 委員構成 

    ・委員長（１名）：広町事業担当部長 

    ・委 員（４名）：広町事業調整担当課長、企画課政策推進担当係長、 

経理課管財係長、都市開発課都市開発担当係長 

     ※組織改正等があった場合は、必要に応じて変更を行う。 

   イ プレゼンテーションおよびヒアリング 

    ・提案書類に基づくプレゼンテーションおよびヒアリングを実施する。なお、出

席者は、「実施体制（任意様式）」における実務担当者および本業務を実際に

担当する者とし、４名以内とする。 

    ・提案書類に基づき、１社あたり２０分程度のプレゼンテーションを行った後、

審査委員より２０分程度のヒアリングを行う。 

   ウ 日程・場所 

    審査会の日程・場所については詳細が決定次第、対象事業者へ別途通知する。 

    ・日時：令和８年３月１１日（水）午後 予定 

    ・場所：品川区役所会議室 

  ⑥ 審査基準 

   審査会は、提出書類、プレゼンテーション等について、以下の観点から審査する。

なお、第一次審査の評価結果は第二次審査の配点には加点しないものとする。 

審査項目 審査の着眼点 

業務 

遂行能力 

業務実績 

財務状況 

他自治体での業務実績があるか。区が求め

る業務を遂行できる能力・経験があるか。 

人員体制 充実した人員体制が整っているか。 

企画提案 

本業務の理解度 本業務の目的や趣旨を理解しているか。 

計画策定能力 
策定までの進め方に具体性があり、区民に

わかりやすい計画の作成が可能か。 

検証力 
事業による区への波及効果を検証する手法

をわかりやすく提案できるか。 

専門性 
都市開発諸制度や借地借家法に精通し、実

態にあわせた提案が可能か。 

計画性・スケジュール 
事業者選定を見据えた長期的な目線でスケ

ジュール設定をできるか。 

業務経費 費用対効果 
業務コストは妥当か。提案内容に見合う経

費となっているか。 

  ⑦ 事業者経営分析 

   第一次審査を通過した事業者より予め提出された書類に基づき、経営・財務状況に 

  ついて分析・評価を行う。 
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  ⑧ 選定会議 

   選定会議は、審査会からの通知により、当該業務に最も適した提案を行ったと認め

られる事業者を受託候補者として特定する。 

   ア 委員構成 

    ・委員長（１名）：区長室長 

    ・委 員（５名）：広町事業担当部長、政策推進担当課長、新庁舎整備課長、 

             広町事業調整担当課長、都市開発課長 

     ※組織改正等があった場合は、必要に応じて変更を行う。 

   イ 選定方法 

    第二次審査結果および事業者経営分析結果を基に、事業者を特定する。 

  ⑨ 結果通知 

   ・通知方法：文書および電子メール 

   ・通 知 日：令和８年３月下旬予定 

 

９ 事業者説明会 

第一次審査の通過事業者を対象に、必要な事項を周知するための説明会を次のとおり開

催する。 

 ・日 時：令和８年１月２６日（月）予定 

 ・方 法：書面開催とし、第一次審査を通過した事業者にのみ説明資料を電子メールに

て送付する。 

 ・その他：参考資料として、これまでの検討に関する進捗状況のわかる資料を送付する

。 

 

１０ 第二次審査に関する質問 

第二次審査の提案書類等に関する質問については、次のとおり受け付け、回答する。 

・提出期限：令和８年１月３０日（金）午後３時まで＜必着＞ 
 ・提出方法：「第二次審査に係る質問書（様式４）」を電子メールにて提出すること。 

  ※件名は【現庁舎跡地活用検討業務委託プロポーザル質問】とすること。 

  ※必ず電話にて到着確認を行うこと。 

 ・提 出 先：区長室新庁舎整備課広町事業調整担当 

 ・回答方法：質問者名を伏せて、令和８年２月６日（金）までに、第一次審査の通過事

業者を対象に電子メールにて回答する。回答にあたっては質問の趣旨を変

えずに、分割または統合する場合がある。 

 ・そ の 他：回答内容は、本実施要領の追加または修正とみなす。 

       第一次審査の通過事業者からの質問に限り回答の対象とする。 

 

１１ 本業務プロポーザルへの参加辞退 

参加申込書（標準様式第５号）を提出後、公募への参加の意思を失った場合には、「簡

易型プロポーザル方式参加辞退届」（標準様式第６号）を提出すること。 

 ・提出期限：令和８年２月２７日（金）午後５時まで＜必着＞ 



- 7 - 

 ・提出方法：持参または簡易書留郵便、電子メールによる提出 

  ※持参の場合は、区役所開庁日の午前８時３０分から午後５時までの時間帯に持参す

ること。 

  ※電子メールおよび郵送の場合は、提出期限までに必ず送付物の到着確認を電話によ

り行うこと。 

 ・提 出 先：区長室新庁舎整備課広町事業調整担当 

 

１２ 契約 

・区は、特定された事業者と本業務契約の締結に向けた協議を行うが、事業者への特定

通知をもって契約締結とするものではないため注意すること。また、事業者の提案内

容をそのまま本業務契約の仕様とはせず、本業務契約の仕様については、区と事業者

で別途協議のうえ決定する。 

・今回のプロポーザルで選定された事業者は、令和８年度から令和１１年度までの業務

を随意契約で受託するものとする。（再掲）ただし、本業務の履行状況に著しい支障

が認められる場合や予期せぬ事象により、検討スケジュールが変更となった場合は、

この限りでない。 

・特定された事業者が辞退したとき、特定後に資格要件を欠くと判断されたとき、また

は契約の交渉が不調となったときは、次点以下の候補者を選定会議で決定する順位の

順に交渉の相手方とする。 

・契約手続きは、品川区契約事務規則（昭和３９年４月１日規則第８号）の定めによる

ものとする。 

・業務委託契約の支払方法は、年度ごとに、履行検査完了後、適法な請求書に基づき３

０日以内に一括して払うものとする。 

・本件は、令和８年度予算案が品川区議会にて可決した場合に契約を締結することとす

る。 

 

１３ その他（留意事項） 

（１）令和８年度見積書の提示金額が令和８年度の予定額を上回った場合は、審査の対象

としない。 

（２）参加申込時、本実施要領にて指定する提出書類以外は一切受領しない。ただし、区

が追加で提出を求めた資料については、この限りではない。 

（３）提出期限を過ぎたものについては、いかなる理由があっても受理しない。また、提

出期限以降における提出物の差し替えおよび再提出は認めない。 

（４）提出書類の著作権は、それぞれの参加事業者に帰属するが、提出書類は返却しない

。 

（５）提出書類は、品川区情報公開条例（令和５年１月１３日条例第１号）に基づき公開

の対象となる。ただし、提案書類等、公開することにより明らかに事業者に不利益

を与えると認められるものについては非公開とする。 

（６）区は、提案の実現性を確認するため、必要に応じて参加事業者に対し、任意で追加

資料の提出を求めることがある。 
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（７）提出された書類は、選考に必要な範囲において複製する場合がある。 

（８）提出された提案書類は目的以外には使用しない。 

（９）区は、選考終了後、選考にかかる経緯および審査結果等に関する質問には一切応じ

ない。 

（10）区は、郵便、電子メール等の通信事故についていかなる責任も負わない。 

（11）選定結果についての異議申立ては一切受け付けない。 

（12）次に掲げる事項に該当する場合は、提出書類や提案内容を無効または事業者を失格

とするほか、指名停止等の処置を行う場合がある。 

  ① 書類の提出方法、提出先および提出期限が、本実施要領の定めに適合しない場合 

  ② ヒアリングに正当な理由なく遅参または欠席した場合 

  ③ 提出書類に記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合 

  ④ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

  ⑤ 提出書類および提案内容に虚偽または重大な誤りがある場合 

  ⑥ 事業者経営分析の結果がＥ評価と判断された場合 

（13）事業者として特定された後において、応募資格を満たさなくなったときまたは応募

書類内容に重大な変更が生じたときは、決定を取り消すことがある。 

（14）本業務プロポーザルにおいて、提案事業者が１社のみであっても、審査会において

提案内容の審査を行い、選定会議において特定の可否を決定する。 

（15）本業務プロポーザルへの参加に係る費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（16）提出書類には、日本語を用いることとし、通貨は日本円とする。 

（17）配置予定者は原則として変更できない。ただし、やむを得ない理由により変更する

場合は、同等以上の担当者であるとの、区の了解を得なければならない。 

（18）本業務に関するアドバイザー業務を受託した場合、当該者や資本関係または人事関

係にある者は、庁舎跡地活用事業に応募事業者として参画することはできない。 

（19）業務を実施する上で、本業務の全部を一括して再委託することはできない。ただし

、全体として委託業務の遂行に支障が生じない範囲で、区に事前の書面による了承

を得た上で、本業務の一部を再委託することができるものとする 

（20）参加事業者は、参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したもの

とみなす。 

（21）その他本公募要領に定めのない事項および疑義が生じたときは、区長室長が別に定

めるものとする。 
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１４ 各種日程（詳細は本実施要領該当箇所を参照） 

日程 内容 

令和８年１月７日（水） 
プロポーザル実施要領の公開  

（品川区ホームページにて） 

令和８年１月２０日（火） 

午後３時 
第一次審査に係る提出書類提出期限 

令和８年１月２６日（月） 
第一次審査結果通知（文書およびメールにて通知） 

事業者説明会（書面開催） 

令和８年１月３０日（金） 

午後３時 

経営分析書類提出期限  

第二次審査に関する質問提出期限 

令和８年２月 ７日（金） 第二次審査に関する質問回答予定日 

令和８年２月２７日（金） 

午後５時 

第二次審査提案書類提出期限  

辞退届提出期限 

令和８年３月１１日（水） 第二次審査（ヒアリング・審査会）の実施 

令和８年３月中旬 第二次審査（選定会議）の実施 

令和８年３月下旬 結果通知（文書およびメールにて通知） 

令和８年４月上旬 契約締結 

※日程は現時点での予定であり、運営上必要が生じた場合は変更することがある。 

  ※日程に変更が生じた場合は、対象者に速やかに通知する。 

 

１５ 担当課（問い合わせおよび書類提出先） 

  品川区 区長室 新庁舎整備課 広町事業調整担当（担当：峯島・新堀・岩倉） 

  〒１４０－８７１５ 品川区広町二丁目１番３６号（第三庁舎５階） 

  電 話：０３－５７４２－７８７９（直通） 

  ＦＡＸ：０３－５７４２－７１４３ 

  E-mail: shinchosha-hiromachi@city.shinagawa.tokyo.jp 


